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第１ 年度計画の期間 

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 病院それぞれの役割に応じた医療機能の確保と連携の強化 

(1) 病院それぞれの役割・機能の明確化 

① 府中市民病院の概要 

機能 概要 目標 

診療圏域 府中市南部   

3 病棟 150 床 一般病床 50 床 病床利用率 84.0％ 

 （急性期） 1 日最大利用数 48 床 

 地域包括ケア病床 50 床 病床利用率 87.0％ 

 （回復期）   

 （新興感染症病床 6 床） 1 日最大利用数 48 床 

 療養病床 50 床 病床利用率 85.0％ 

 （慢性期） 1 日最大利用数 48 床 

二次救急輪番制病院 福山・府中二次保健医療圏 当番日(府中地区) 187 日 

へき地医療拠点病院 巡回診療 

（毎月２地区巡回） 

延べ受診者数 262 人 

診療科 内科（外来週 5日）  〃 21,900 人 

 外科（外来週 4日）  〃 2,900 人 

 整形外科（外来週 5 日）  〃 18,110 人 

 リハビリテーション科  〃  

 婦人科（外来週 1 日）  〃 1,070 人 

 小児科（外来週 5 日）  〃 4,690 人 

 耳鼻咽喉科（外来週 5日）  〃 2,160 人 

 泌尿器科（外来週 5 日）  〃 3,950 人 

 眼科（外来週 1日）  〃 890 人 

 精神科（外来週 2 日）  〃 3,840 人 

 麻酔救急科   

透析室 24 床（感染 2 床） 

（2 クール週 6日） 

延べ受診者数 10,670 人 

健診 特定健診 1,410 人 

 がん検診 675 人 



- 3 - 

 

 人間ドック 356 人 

予防接種  3,160 人 

訪問診療 府中市南部 263 人 

訪問看護ステーション 府中市南部 5,358 回 

リハビリテーション 入院・外来・訪問リハビリ 40,095 回 

② 府中北市民病院の概要 

機能 概要 目標 

診療圏域 府中市北部   

1 病棟 60床 地域包括ケア病床 60 床 

（回復期） 

病床利用率 50.0％ 

 （新興感染症病床 4 床） 1 日最大利用数 47 床 

救急告示病院 福山・府中二次保健医療圏（府中地区） 365 日 

診療科 内科（外来週 5日） 延べ受診者数 16,000 人 

 外科（外来週 2日）  〃 2,300 人 

 整形外科（外来週 5 日）  〃 6,500 人 

 リハビリテーション科   

 婦人科（外来週 1 日）  〃 200 人 

 小児科（外来週１日）  〃 200 人 

 耳鼻咽喉科（外来週 1日）  〃 1,700 人 

 泌尿器科（外来週 1 日）  〃 900 人 

 眼科（外来週 1日）  〃 380 人 

 皮膚科（外来週 1 日）  〃 1,500 人 

透析室 9 床 1 クール週 6 日 2,400 人 

健診 特定健診 200 人 

 がん検診 100 人 

 人間ドック 40 人 

予防接種  1,976 人 

訪問診療 府中市北部 250 人 

訪問看護ステーション 府中市北部 2,400 回 

リハビリテーション 入院・外来・訪問リハビリ 6,000 回 

 通所リハビリ  2,200 人 

訪問介護事業所 府中市北部  4,000 回 

サ高住 17 室  17 室 

③ 外来・入院患者数 
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    目標 

府中市民病院 
外来（1日） 290 人 

入院（1日） 128 人 

府中北市民病院 
外来（1日） 139 人 

入院（1日） 30 人 

 

(2) 病院ごとの実情に即した連携の強化 

① 府中市民病院 

府中市民病院は、府中地区医師会圏域の医療連携により地域完結型の医療提

供体制の維持に努めます。また、地域で完結できない医療については、福山・府

中二次保健医療圏域内の医療機関との連携により確保に努めます。 

② 府中北市民病院 

府中北市民病院は、福山・府中二次保健医療圏の北部に位置しているため圏

域外の備北及び尾三圏域の医療機関との連携により、地域の医療を支えます。 

今年度中に、地域医療連携推進法人備北メディカルネットワークに参加し医

療資源を有効活用することで、上下地域の医療提供体制を維持します。 

 

２ 市の施策との連携及び医療提供体制の確保 

(1) 健康寿命の延伸に向けた疾病予防の推進 

両病院は、市が実施する生涯を通じた市民の健康づくりのための各事業に、

積極的に協力します。 

(2) 市民の安心を守る医療提供体制の確保 

① 救急医療対策 

両病院は、公的病院の役割として、救急医療体制の維持に努めます。 

    目標 

救急車受入件数 

（年間、件） 

府中市民病院 570 

府中北市民病院 200 

府中市民病院  救急告示病院、二次救急輪番制病院 

府中北市民病院 救急告示病院 

② 災害時における医療対策 

両病院は、事業継続計画（ＢＣＰ）等に基づく院内システム障害を含めた訓

練を実施するとともに、非常時の医療提供並びに患者及び職員等の健康保持の

ために必要な食糧や資器材の備蓄に努めます。 

③ 感染症等に対する医療対策 
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新型コロナウイルス感染症の５類引き下げ後も、感染症対策と診療を継続し

ます。 

府中市民病院は、新興感染症等の感染拡大に備え専用病床に転用可能な病床

6 床を確保しています。また、感染症外来に対応するため、専用のコンテナを

常設しています。公的病院として、福山・府中二次保健医療圏における感染症

対策に率先して参加します。 

府中北市民病院は、平時から新興感染症等の感染拡大に備え専用病床に転用

可能な病床 4 床を確保しています。上下地域唯一の病院として、近隣の病院と

連携しながら、地域住民の感染症対策に取り組みます。 

なお、両病院とも感染防護具等の備蓄を行うとともに院内感染対策委員会を

中心に感染対策を徹底します。 

④ へき地の医療対策 

府中市民病院は、へき地医療拠点病院として準無医地区の久佐地区及び協和

地区への巡回診療を継続します。 

⑤ 周産期医療対策、小児医療対策 

両病院での婦人科及び小児科の外来診療、並びに婦人科検診を継続するため、

必要な医師の確保に引き続き粘り強く取り組みます。 

⑥ 在宅医療と介護等の連携体制 

    両病院とも地域包括支援センター及び関係する医療・介護・福祉施設等と密

に連携し、地域包括ケアシステムの中で病院としての役割を担います。 

    府中市民病院は併設する地域包括支援センターのサブセンターと連携した

患者支援を行います。また、入退院支援チームの積極的介入により入院患者の

在宅復帰に向けた支援を行います。 

    府中北市民病院のサービス付き高齢者向け住宅は、日中の生活相談や安否確

認ができる住居として、地域住民の需要に応えます。 

(3) ICT 技術の活用促進 

医療の質、患者利便性向上のためオンライン資格確認の利用促進をはじめ、デ

ジタル化技術を活用したサービスの提供や効率化に向けて、地域と患者に見合っ

たオンライン診療の拡大、電子カルテ情報を基礎に病院経営の効率化に努めます。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 医師・看護師をはじめとした人材の確保 

(1) 適正な医療・介護人材の確保 

両病院の機能や役割を果たすために必要な人材については、医療需要に対応し

た適正な職員数の確保に努めます。第４期中期計画における給与費の対修正医業
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収益比率を目標とします。 

特に医師の確保については、大学への派遣要請に加えて広島県地域医療支援セ

ンターとの連携による地域枠医師等の確保や、専攻医研修プログラムに参加して

いる病院からの専攻医確保等を積極的に行います。 

府中北市民病院では看護補助者が不足しており、必要な人材確保として、外国

人実習生の受け入れを検討します。 

(2) 働き方改革への対応 

令和４年度に導入した就労管理システムにより職員の労働時間を適正に管理し

ます。全職種、職場において、タスクシフト・業務分担の見直し等の取り組みを継

続し、時間外勤務の削減に努めます。 

 目標 

月平均一人当り時間外(時間) 府中市民病院 5.3 

府中北市民病院 2.0 

(3) 意欲的に働くことができる、働きやすい職場環境づくり 

定期的に、ハラスメントアンケート調査や職員満足度調査を実施することで、

職員が働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組みます。 

両病院で、ハラスメントアンケート調査を実施します。 

 

２ 市民から選ばれる病院づくり 

(1) 患者サービスの向上 

両病院で患者満足度調査を実施し、患者ニーズや不満の把握により必要な改善

策を講じるとともに、患者や来院者に対する職員の接遇向上に積極的に取り組み

ます。 

(2) より積極的な情報発信 

府中市病院機構及び両病院のホームページについて、スマートホン対応・外国

語翻訳を含めた仕様へリニューアルすることで、より便利で分かりやすい内容と

するとともに受診に繫がる情報の提供に努めます。 

(3) 医療安全対策の徹底 

定期的な研修や事例検証等により職員の医療安全に対する知識向上に努め、積

極的かつ組織的に医療安全対策を実施します。 

 

３ 法人運営管理体制の確立 

(1) コンプライアンスの遵守 

全役職員に関係法令に対する正しい知識を浸透させ、法令を順守し公平性・透
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明性を確保した業務運営に努めます。 

具体的には個人情報、患者さんの権利、医療の倫理、接遇、ハラスメント防止研

修等の実施により、法令遵守の風土を醸成します。 

(2) 病院経営の強化及び病院機構の組織運営の安定化 

病院経営に関する優れた専門知識を有する人材を適切に確保・育成して病院経

営を強化するとともに、病院機構全体の組織運営の安定化を図ることで持続可能

な医療提供体制の確保に努めます。 

府中市民病院では、職員の知識・技術の向上に向けて教育・研修委員会を設置す

ることで教育の組織体制を整備し、病院経営を強化します。 

府中北市民病院では、業務量に応じた効率的な職員体制を図るとともに、各部

署の責任者を明確にすることで、病院組織の安定化を図ります。 

(3) 個人情報の保護及びサイバーセキュリティ対策の強化 

個人情報の保護について、法令の遵守と取扱いにかかる研修を実施することで、

関係法令に準拠した適切な対処を行います。 

また、サイバーセキュリティ対策について「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等に基づき、システム管理要綱の見直しを行います。併せて院

内システムの障害発生に備えた非常時のマニュアルを作成するとともに訓練を実

施します。 

 

４ 医療機能や連携の強化等に係る数値目標の設定 

(1) 医療機能に係るもの 

    令和 7 年度 

救急車受入件数 

（年間、件） 

府中市民病院 570   

府中北市民病院 200   

手術件数 

（年間、件） 

府中市民病院 185   

府中北市民病院 60   

訪問診療件数 

（年間、件） 

府中市民病院 263   

府中北市民病院 250   

訪問看護件数 

（年間、件） 

府中市民病院 5,358   

府中北市民病院 2,400   

リハビリ件数 

（年間、件） 

府中市民病院 40,095   

府中北市民病院 6,000   

 

(2) 医療の質に係るもの 
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    令和 7 年度 

患者満足度 

（外来、％） 

府中市民病院 90 以上   

府中北市民病院 90 以上   

患者満足度 

（入院、％） 

府中市民病院 97 以上   

府中北市民病院 97 以上   

 

(3) 連携の強化等に係るもの 

    令和 7 年度 

紹介率(%) 
府中市民病院 29.0   

府中北市民病院 20.0   

逆紹介率(%) 
府中市民病院 18.0   

府中北市民病院 15.0   

 

(4) 保健事業に係るもの 

    令和 7 年度 

特定健診件数 

（年間、件） 

府中市民病院 1,410   

府中北市民病院 200   

がん検診件数 

（年間、件） 

府中市民病院 675   

府中北市民病院 100   

人間ドック件数 

（年間、件） 

府中市民病院 356   

府中北市民病院 40   

予防接種件数 

（年間、件） 

府中市民病院 3,160   

府中北市民病院 1,976   

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

１ 経営機能の強化による自立した病院運営 

  公営企業型地方独立行政法人として、繰出基準に基づく市からの繰出(負担 

金)を除いては企業の経済性の発揮による独立採算制を目指し、経常収支の黒 

字化による財務基盤の安定化を図ります。 

(1) 経営成績に係るもの 

    令和 7 年度 

経常収支比率(%) 

府中市病院機構 101.7  

府中市民病院 100.2  

府中北市民病院 105.5  
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医業収支比率(%) 

府中市病院機構 101.4  

府中市民病院 99.7  

府中北市民病院 105.6  

修正医業収支比率(%) 

府中市病院機構 88.0  

府中市民病院 93.6  

府中北市民病院 73.2  

※修正医業収支比率＝（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）÷医業費用 

医業収益から他会計負担金、運営費負担金等を除いたもの（修正医業収益）を用いて

算出した医業収支比率。 

 

(2) 収入確保に係るもの 

    令和 7 年度 

外来患者数 

（1 日、人） 

府中市民病院 290  

府中北市民病院 127  

入院患者数 

（1 日、人） 

府中市民病院 128  

府中北市民病院 30  

 

(3) 経費節減に係るもの 

  各経費の対修正医業収益比率 令和 7 年度 

給与費比率(%) 

府中市病院機構 74.5   

府中市民病院   71.0  

府中北市民病院   86.1  

材料費比率(%) 

府中市病院機構 12.0  

府中市民病院   12.1  

府中北市民病院   11.6  

薬品費比率(%) 

府中市病院機構 6.3  

府中市民病院    7.4  

府中北市民病院    3.4  

委託費比率(%) 

府中市病院機構 9.8  

府中市民病院    9.6  

府中北市民病院   10.6  

減価償却費比率(%) 

府中市病院機構 6.2   

府中市民病院    4.0  

府中北市民病院   13.5  
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(4) 経営の安定性に係るもの 

    令和 7 年度 

常勤医師数(人) 
府中市民病院 16   

府中北市民病院  3   

長期借入金残高（百万円） 府中市民病院    720   

 （法人設立後） 府中北市民病院    296   

 （法人設立前） 府中北市民病院    455   

 合計 1,471   

 

(5) 一般会計が負担すべき経費の項目 

法人には、地方公営企業型地方独立行政法人としての企業の経済性の発揮と公共

の福祉の増進の両立が求められており、その経営に要する経費は独立採算性が原則

とされていますが、救急医療、へき地医療、リハビリテーション医療、不採算地区

医療等では、その性質上能率的な経営を行っても経営に伴う収入のみをもって充て

ることが困難な経費が発生します。これらの経費を含め、市の一般会計が負担する

経費について、総務省が示す地方公営企業繰出金の基本的考え方を参考に、市と調

整します。 

対象経費 府中市民病院 府中北市民病院 

病院の建設改良に要する経費 〇 〇 

へき地医療の確保に要する経費 〇 － 

不採算地区病院の運営に要する経費 － 〇 

感染症医療に要する経費 〇 〇 

リハビリテーション医療に要する経費 〇 〇 

救急医療の確保に要する経費 〇 〇 

院内保育所の運営に要する経費 〇 － 

医師、看護師等の研究研修に要する経費 〇 〇 

共済追加費用の負担に要する経費 〇 〇 

医師の派遣を受けることに要する経費 〇 〇 

独法移行職員の退職手当に要する経費 〇 〇 

保健衛生行政事務に要する経費 〇 〇 

 

２ 計画的な設備投資 

  設備投資については、保有する設備・機器のうち、耐用年数を超過して更新しな
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ければ診療等に支障が生じるものの更新を基本とし、今年度の主な整備として府中

市民病院の電子カルテを含む医療情報システムの更新を行います。 

なお、設備投資や故障機器の修理にあたっては両病院とも安全な医療の提供に十

分配慮したうえで、長期的な利用頻度や収益性、共同利用の可能性等、複合的な要

素を十分考慮して実施することとし、整備費や維持管理費等の抑制や出来るだけ有

利な財源の確保にも努めることで、中期目標期間中の長期借入金の残高が増加しな

いよう努めます。 

    令和 7 年度 

投資額 

（百万円） 

府中市民病院    187   

府中北市民病院     107   

合計    294   

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 地方独立行政法人化による病院運営改善の検証 

    法人は、市の直営病院と別の公的病院の経営統合と同時に設立された非公務員型

の地方独立行政法人です。市が直営で事業を実施する場合に比べ、予算・財務、人

事・給与などの面でより自律的・弾力的な経営が可能となりました。 

人事・給与では、必要な時に必要な人材が確保できるという高い効果があります。

柔軟な勤務制度としての医師を対象とした短時間正職員制度の導入は、医師の招へ

いに有効なものとなっています。また、福祉職給料表や限定正職員制度の導入によ

り、事業に必要な人材の安定的な確保ができています。さらに、市からの派遣職員

も、法人設立時は 9 名でしたが、法人外の人材を事務長、医事課長に招へいするな

どし、法人設立から 12 年目になる令和 5 年度は 0 人となり、実質的な自律性の確

保ができています。 

  予算・財務では、弾力的な経営が可能となり、年度中途での医療機能を高めるた

めの投資、新たな訪問介護事業の開始、空き病床をサービス付き高齢者向け住宅に

転換するなど、地域の需要に合わせた柔軟な予算執行ができています。特に、新興

感染症の感染拡大時等においては、公的病院として積極的にその役割を果たすため

の迅速な予算執行は大きな効果を発揮しているので、現状の地方独立行政法人によ

る運営形態を継続するよう努力します。 

また、第４期中期計画期間においては経営形態の利点を最大限に活用して、医業

収益増加と費用削減に向けた取組により病院運営改善に係る目標を達成すべく、市

と連携して法人の経営改善に取り組みます。 
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２ その他の事項に係る数値目標の設定 

(1)債務超過の状況 

  （単位：百万円） 

   令和 7 年度末 

債務超過額 36 

 

第６ 予算、収支計画及び資金計画（令和７年度） 

１ 予算 

（単位：百万円） 

区分 令和 7 年度 

収入 

営業収益 

医業収益 

運営費負担金 

補助金 

営業外収益 

運営費負担金 

その他医業外収益 

資本収入 

長期借入金 

その他資本収入 

   その他の収入 

 計 

 

3,915 

3,436 

466 

13 

43 

6 

37 

294 

191 

103 

0 

4,252 

支出 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

一般管理費 

営業外費用 

資本支出 

建設改良費 

長期借入金返還金 

 

3,596 

3,592 

2,473 

409 

710 

4 

30 

552 

294 

258 
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その他の支出 

   計 

0 

4,178 

 

２ 収支計画 

（単位：百万円） 

区分 令和 7 年度 

収入の部 

営業収益 

医業収益 

運営費負担金 

補助金 

営業外収益 

運営費負担金 

その他医業外収益 

 

3,952 

3,473 

466 

13 

44 

6 

38 

支出 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

減価償却費 

資産減耗費 

一般管理費 

営業外費用 

 臨時損失 

 

3,899 

3,895 

2,542 

409 

727 

217 

0 

4 

30 

0 

純利益（▲純損失） 

目的積立金取崩額 

総利益（▲総損失） 

67 

0 

67 

 

３ 資金計画 

（単位：百万円） 

区分 令和 7 年度 

資金収入 

業務活動による収入 

 

4,027 
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診療業務による収入 

運営費負担金、補助金による収入 

その他業務活動による収入 

投資活動による収入 

その他投資活動による収入 

財務活動による収入 

長期借入による収入 

その他財務活動による収入 

前期中期目標の期間からの繰越金 

3,413 

485 

129 

0 

0 

294 

294 

0 

78 

資金支出 

業務活動による支出 

給与費支出 

材料費支出 

その他業務活動による支出 

投資活動による支出 

有形固定資産の取得による支出 

その他投資活動による支出 

財務活動による支出 

長期借入金の返済による支出 

移行前地方債償還債務の償還による支出 

次期中期目標の期間への繰越金 

 

3,626 

2,473 

409 

744 

294 

294 

0 

258 

148 

110 

150 

 

第７ 短期借入金の限度額 

(1) 限度額 ３００百万円 

(2) 想定される短期借入金の発生事 

ア 賞与の支給等による一時的な資金不足への対応 

イ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応 

 

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 なし 

 

第９ 剰余金の使途 

決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入、教育・ 

研修体制の充実、将来の資金需要に対応するための預金等に充てます。 

 



- 15 - 

 

第１０ 料金に関する事項 

１ 料金 

病院の診療料金及びその他の諸料金は次に定める額とします。 

(1) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）、高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和 57 年法律第 80 号）、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）、そ

の他の法令等により算定した額 

(2) 前号の規定にない料金 

ア 労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）による診療について

は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法（平成 6 年

厚生省告示第 54 号）に定める点数に１点単価 11 円 50 銭の額を乗じて

得た額 

イ 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号) による診療については、

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に定める点数に

１点単価 15 円の額を乗じて得た額 

(3) 前２号以外のものについては、別に理事長が定める額 

２ 料金の減免 

理事長は、特に必要があると認める場合は、料金の全部又は一部を減免すること

ができることとします。 

 

第１１ 地方独立行政法人府中市病院機構の業務運営等に関する規則で定める業務運

営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画（令和７年度） 

（単位：百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整備 294  府中市長期借入金等 

 

２ 人事に関する計画 

(1) 適切な職員配置 

府中地域に必要な医療を安定して提供するため、両病院の役割に応じた適切な

職員配置を行います。 

(2) 人事・給与制度の構築 

職員が法人の目標と自分の役割を認識し、やりがいを持って働ける人事評価制

度を検討します。 

(3) 就労環境の整備 

職員の就労環境の向上を図るとともに、各種のハラスメントの防止など職員が
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働きやすい職場づくりに取り組みます。 

 

３ 中期目標の期間を超える債務負担 

（1）移行前地方債償還債務 

（単位：百万円） 

 令和 7 年度 

償還額 

中期目標期間 

償還額 

次期以降 

償還額 

総債務 

償還額 

移行前地方債償還債務 110 222 123 455 

 

（2）長期借入金償還債務 

（単位：百万円） 

 令和 7 年度

償還額 

中期目標期間 

償還額 

次期以降 

償還額 

総債務 

償還額 

長期借入金償還債務 148 323 545 1,016 

 

４ 積立金の処分に関する計画 

  なし 

 


